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事 務 連 絡 

令和６年３月２９日 

 

 指定自立訓練事業所 

指定就労継続支援Ａ型事業所   管理者 各位 

指定就労移行支援事業所 

 

宇都宮市長 佐藤 栄一 

   （保健福祉部障がい福祉課扱） 

 

 

訓練等給付事業に係る暫定支給期間の取扱いについて（通知） 

 

 日頃から，本市の障がい福祉行政の推進に御協力を賜り，厚くお礼申し上げます。 

さて，本市におきましては，訓練等給付に係る障がい福祉サービス（就労継続支援

Ｂ型，基準該当自立訓練，共同生活援助，自立生活援助，就労定着支援を除く）につ

いては，障がい者本人の希望を尊重し，より適切なサービス利用を図る観点から，原

則として初回利用時等に暫定支給を設定しております。  

現在，市内において就労系サービスを提供する事業所数が増えている一方で，暫定

支給期間中に市へ提出する書類の漏れが散見されております。 

つきましては，適切なサービスの支給決定を実施していくため，下記のとおり取り

扱いを統一いたしますので，サービス提供事業所におかれましては，ご対応のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 暫定支給決定の基本的な考え方 

  障がい者本人の希望を尊重し，より適切なサービス利用を図る観点から，利用

を希望する事業について，「継続利用についての利用者の最終的な意向確認」，

「継続利用が適切かどうかの客観的な判断を行う期間」として支給決定を行うも

のです。 

 

２ 暫定支給決定の対象サービス 

  ・自立訓練（機能訓練，生活訓練，宿泊型自立訓練） 

  ・就労継続支援Ａ型 

  ・就労移行支援 

※就労移行支援（養成施設）については，暫定支給期間対象外です。 

 

３ 暫定支給決定の有効期間 

  有効期間始期から当該日が属する月の翌月末までとする（最長２ヶ月）。 
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４ 暫定支給期間の確認 

  暫定支給期間は，障がい福祉サービス受給者証に期間が記載されています。 

 必ず利用者の受給者証を確認して，サービスを提供してください。 

 

５ 本支給決定について 

   暫定支給決定期間経過後，引き続きサービス利用を継続する場合の支給決定

（本支給決定）についは，以下のとおり取り扱うこととします。 

（１） 手続き 

サービス提供事業者は，以下（ア）～（エ）を取りまとめた書類を暫定支給

決定期間終期の１４日前までに市役所，当該利用者及び計画相談支援を提供す

る指定特定相談支援事業所に提出してください。 

（ア） 利用者のアセスメント結果内容 

（イ） 個別支援計画 

（ウ） 個別支援計画に基づく支援実績 

（エ） 暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書 

※（ア）～（ウ）の様式については，各事業所任意とする。 

※（エ）については，市の様式とする。 

※ 提出期限を超過することがないよう留意すること。 

（２） 支援計画等の評価及び支給決定 

    市役所は，上記（１）の支援計画等の内容を精査し，本支給決定が適当と認

めるときは，暫定支給決定期間を含めて１年間または３年間（暫定支給決定の

有効期間始期が月途中の場合は，当該日が属する月の末日までの期間に１年間

または３年間を加えた期間）の範囲で必要な期間の支給決定を行います。 

 

６ その他留意事項 

   就労継続支援Ａ型のうち，雇用契約を締結する利用者については，まず暫 

定支給決定期間の雇用契約を締結し，期間終了後に改めて期間の定めのない 

雇用契約を締結してください。（利用希望者と暫定支給決定の初日から期間の 

定めのない雇用契約を締結し，その後暫定支給決定の結果利用できなくなっ 

た場合，事業者に当該利用希望者に解雇予告手当を支払う義務が生じるため）。 

 

７ 参考ＵＲＬ 

本市ホームページに本通知および様式を掲載しています 

【掲載場所】 

トップページ > 健康・医療・福祉 > 障がい者支援> 障がい者へのサービス > 

訓練等給付事業に係る暫定支給期間の取扱いについて 

 

 

 

 

宇都宮市障がい福祉課 

相談支援グループ 

電話番号 028-632-2366 


